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第８章 市街化調整区域の立地基準 

（法第３４条） 

 

法第３４条 前条の規定にかかわらず、市街化調整区域に係る開発行為（主として第二

種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。）については、当該申請

に係る開発行為及びその申請の手続が同条に定める要件に該当するほか、当該申請に

係る開発行為が次の各号のいずれかに該当すると認める場合でなければ、都道府県知

事は、開発許可をしてはならない。 

 一～十四 （略） 

 

〈解説〉 

１ 市街化調整区域における開発許可の在り方 

（１）市街化調整区域における開発規制 

市街化調整区域で許可できる開発行為は、法第３４条各号に列挙されているものに

限定されています（同条柱書）。 

これにより、開発許可制度は、良好な宅地水準の確保とともに、市街化を抑制すべ

き区域である市街化調整区域（法第７条第３項）における適正な都市的土地利用を図

る機能を担っています。 

（２）社会経済状況の変化 

今日、人口減少・超高齢社会の到来、モータリゼーションの進展、産業構造の転換、

地球環境問題の高まり、厳しい財政的制約など、都市をめぐる環境は大きく変化して

きています。特に人口については、これまでの一貫した増加基調から減少基調への転

換が現実となり、本県内においても、市街地の無秩序な外延化は一律の課題ではなく

なりつつあります。 

しかし、中心市街地の空洞化が進み、インフラや公共公益施設等の維持・更新コス

トの増大が懸念される中、人口減少・高齢化及び財政的制約に対応した集約的都市構

造・コンパクトシティ形成の手段として、開発許可制度の重要性が高まっています。 

（３）市街化調整区域における開発許可の在り方 

   市街化調整区域における開発許可については、地域の実情に応じた運用が重要とな

っていますが、都市計画区域における人口動態等を踏まえ、市街化を抑制すべき地域

であるという市街化調整区域の性格に十分留意して、以下の点などを総合的に勘案す

ることが求められています。 

   ① 防災上の観点、優良な集団農地や優れた自然環境等の保全・維持の観点から、

開発行為が行われても支障のない区域であるか。 

   ② 都市計画区域マスタープランや市町村マスタープランなど、まちづくりの将来

像を示すマスタープランに適合しているか。 
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   ③ 既存コミュニティの維持や社会経済情勢の変化への対応といった観点から、必

要性が認められるか。 

   ④ 開発予定区域周辺における公共施設の整備状況、開発行為に係る公共施設の整

備予定などを勘案して適切と認められるか。 

   ⑤ 既成市街地の空家・空地の増加につながらないか。 

 

２ 法第３４条各号の開発行為 

（１）法が定型化している開発行為 

   法は、第３４条の第１号から第９号及び第１３号の規定により、市街化調整区域に

おいても許可の対象となる開発行為を定型化しています。 

   これらの開発行為は、各号の規定やその委任を受けた政令等により、ある程度具体

化されていますが、許可の可否を判断する基準とするには具体性に欠けています。 

   そこで、許可申請者の予見可能性と公平公正な審査事務を確保し、適正で円滑な開

発許可制度の運用を図るため、適切に審査基準を定めることが必要となります。この

審査基準を通じて、法が定型化している開発行為についても、地域の実情が反映され

ることとなります。 

（２）スプロールの弊害が生じるおそれのない地域における開発行為 

  ① 法第３４条第１０号は、市街化調整区域においても、都市計画の手続きを経て定

められた地区計画や集落地区計画の区域内（整備計画が定められている場合に限

る。）においては、当該地区計画等に適合する開発行為は許可の対象とすることが

できるとしています。 

  ② 法第３４条第１１号は、同号の定める要件を備えた集落地域については、地域の

実態に応じて条例により指定することによって開発許可が可能な区域とすること

ができるものとしています。 

（３）周辺における市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域で行うことが困難

又は著しく不適当な開発行為 

   法は、市街化調整区域における新たな市街地の形成につながらず、スプロールによ

る弊害を引き起こすおそれがないとともに、市街化区域において行うことを求めるこ

とが妥当でないと認められる開発行為についても許可の対象とすることを認めてい

ます。 

   ただし、「開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、か

つ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為」

という要件は非常に抽象的です。そこで、開発許可権者の恣意的な適用を排除し、公

正公平で適正な運用を確保するため、具体的な手続きとして、法第３４条第１２号で

条例による定型化を、同第１４号で開発審査会の議を経ることを規定しています。 
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第１節 開発区域周辺に居住している者が利用するための公共公益施設、日常生活

に必要な物品の販売、修理等の店舗等（法第３４条第１号） 

 

法第３４条 

一 主として当該開発区域の周辺の地域において居住している者の利用に供する政令

で定める公益上必要な建築物又はこれらの者の日常生活のため必要な物品の販売、

加工、若しくは修理その他の業務を営む店舗、事業場その他これらに類する建築物

の建築の用に供する目的で行う開発行為 

（主として周辺の地域において居住している者の利用に供する公益上必要な建築物） 

政令第２９条の５ 法第３４条第１号（法第３５条の２第４項において準用する場合を

含む。）の政令で定める公益上必要な建築物は、第２１条第２６号イからハまでに掲げ

る建築物とする。 

（適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がない公益上必要な建築

物） 

政令第２１条 

二十六 （略） 

イ 学校教育法第１条に規定する学校、同法第１２４条に規定する専修学校又は同

法第１３４条第１項に規定する各種学校の用に供する施設である建築物 

ロ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）による家庭的保育事業、小規模保育

事業若しくは事業所内保育事業、社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）による

社会福祉事業又は更生保護事業法（平成７年法律第８６号）による更生保護事業

の用に供する施設である建築物 

ハ 医療法（昭和２３条法律第２０５号）第１条の５第１項に規定する病院、同条

第２項に規定する診療所又は同法第２条第１項に規定する助産所の用に供する施

設である建築物 

ニ・ホ （略） 

 

〈解説及び審査基準〉 

１ 基本的な考え方 

本号は、市街化調整区域においても、そこに居住する者の

日常生活が健全に営まれるよう配慮することが必要である

ことから、日常生活に必要な利便施設、すなわち公共公益施

設や日用品の小売業、サービス業を営む店舗、事業所等の建

築を目的とした開発行為を許可しうるとしたものです。 

市街化調整区域である開発区域の周辺住民の日常生活に

必要な建築物ですから、開発区域は、相当数の利用者が想定

される集落内である必要があります。 
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２ 公共公益施設 

（１）法改正の経緯 

社会福祉施設、医療施設、学校（大学、専修学校及び各種

学校を除く。）については、法制定当初は一般に住民等の利

便に配慮して建設されるものと想定されていました。すなわ

ち、市街化調整区域では、一定の集落等が形成されているよ

うな場所に、規模の小さなものが立地し、無秩序な市街化を

引き起こす心配はなく、開発許可にかからしめる必要がない

ものと考えられました。 

しかし、モータリゼーションの進展等に伴う生活圏の広域

化と相対的に安い地価等を背景として、市街化調整区域にお

いて、これらの公共公益施設が当初想定していた立地場所の

範囲を超えて、周辺土地利用に関わりなく無秩序に立地し、

あるいは、周辺の集落等へのサービスの供給を超えて、広域

から集客するような大規模な施設が立地する事態が多発し

ました。 

一方で、様々な都市機能がコンパクトに集積した、歩いて

暮らせるまちづくりを進めるためには、これらの公共公益施

設が高齢者も含めた多くの人々にとって便利な場所に立地

するよう、まちづくりの観点からその適否を判断する必要が

あります。 

そこで、平成１８年の法改正（平成１９年１１月３０日施

行）により、社会福祉施設、医療施設、学校（大学、専修学

校及び各種学校を除く。）は、開発許可等が不要な建築物か

ら許可を要する建築物へと変更になりました（法第２９条第

１項第３号の改正）。 

これを受け、これらの公共公益施設のうち、市街化調整区

域に居住する者の日常生活に必要なものについては、これを

本号に該当するものとして開発許可できるものとするため、

本号が改正され、政令第２９条の５が創設されました。 

 

（２）本号の規定する公共公益施設 

本号に該当する公共公益施設（「公益上必要な建築物」）は、

政令第２９条の５の規定により、政令第２１条第２６号イか

らハの建築物のうち、当該開発区域周辺の市街化調整区域に

居住する者が主たる利用者である施設です。 

 

 

※平成１８年１１月６日付け

国土交通省国都計第８２号、

国住街第１６１号「都市の整

序ある整備を図るための都

市計画法等の一部を改正す

る法律による都市計画法及

び建築基準法の一部改正に

ついて（技術的助言）」４（１）

参照 
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① 学校等 

政令第２１条第２６号イにより、学校教育法第１条に規定

する学校、同法第１２４条に規定する専修学校、同法第１３

４条第１項に規定する各種学校は、本号の規定する公共公益

施設とすることができるものとされています（なお、学校教

育法第１条では、「学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義

務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学

及び高等専門学校」と定義しています。）。 

しかし、本県の実態に照らすと、通常、開発区域の周辺住

民の通う学校として想定されるのは、生徒の範囲が限定され

ている市町村立の小、中学校、義務教育学校や、私立であっ

ても園児が狭い範囲に限定される幼稚園です。それ以外の学

校、専修学校、各種学校については、生徒の分布が相当の広

範囲に及ぶため、主として開発区域の周辺住民のための学校

には該当しないものと考えます。 

なお、大学については、後述のとおり、第１２号に基づく

条例で規定されています。 

② 社会福祉施設等 

政令第２１条第２６号ロにより、社会福祉法による社会福

祉事業及び更生保護事業法による更生保護事業の用に供す

る施設等も本号の規定する公共公益施設とすることができ

るものとされています（社会福祉法第２条第１項では、社会

福祉事業とは「第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事

業」をいいます。第一種社会福祉事業は同条第２項、第二種

社会福祉事業は同条第３項に列挙されています。なお、同条

第４項では社会福祉事業に該当しないものも列挙されてい

ますので留意する必要があります。）。 

本号に該当するものとして想定されるのは、デイサービス

施設や保育所等の通所系社会福祉施設、地域密着型サービス

を提供する施設等のほか、入所系施設では主として開発区域

周辺の住民が優先的に利用する特別養護老人ホーム等が考

えられます。 

ただし、本号が適用できるのは開発区域周辺に居住してい

る者の利用が前提となるため、施設利用者についても確認す

る必要があります。 

③ 医療施設 

政令第２１条第２６号ハにより、医療法第１条の５第１項

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※地域密着型サービス（介

護保険法第８条第１４項）の

種類は次のとおり ①定期

巡回・随時対応型訪問介護

看護②夜間対応型訪問介

護③地域密着型通所介護

④認知症対応型通所介護

⑤小規模多機能型居宅介

護⑥認知症対応型共同生

活介護⑦地域密着型特定

施設入居者生活介護⑧地

域密着型介護福祉施設入所

者生活介護⑨複合型サービ

ス 
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の病院、同条第２項の診療所、同法第２条第１項に規定する

助産所も本号の公共公益施設とすることができます。 

しかし、病院の利用者は、相応の広範囲に及ぶものと考え

られます。通常、本号に該当するものとして想定されるのは、

規模の小さい診療所や助産所です。 

 

３ 店舗等 

対象となる施設は、当該開発区域周辺の市街化調整区域に

居住する者を主たる対象としたものですから、規模の大きな

店舗等は認められません。 

また、日常生活に必要な物品の販売等を行うものですか

ら、相当数のサービス対象者が生活する区域内に立地する必

要があります。 

本号の許可の対象となる予定建築物の用途及び規模は、周

辺の居住者の日常生活に必要な範囲に限定されるものです

から、代表的なものとしては、日用品の販売店舗や飲食店、

理容店等であって、かつ、小規模なものということができま

す。 

ところで、第二種低層住居専用地域は、主として低層住宅

の良好な住環境を保護するための地域ですが、そこに居住す

る者の日常生活圏にも配慮し、生活に必要となる床面積１５

０㎡以内の日用品の販売のための店舗や飲食店の建築が認

められています。本号は市街化調整区域に居住する者の日常

生活に必要な物品の販売等に係る店舗等を対象とするもの

ですから、第二種低層住居専用地域に建築できる店舗等と本

号の許可の対象となる店舗等とはおおむね同種のものとい

うことができます。そこで、本号の許可の対象となる予定建

築物は、第二種低層住居専用地域において建築することがで

きる店舗等とし、具体的な業種は特定していません。 

また、第二種低層住居専用地域で建築することができる店

舗等以外のものであっても、あん摩マッサージ等の施術所や

自動車修理工場は周辺居住者の日常生活に必要と考えられ

ます。さらに、市街化調整区域においては農林漁業に従事し

ている者が比較的多いことから、農機具修理工場や農林漁業

団体の事務所も日常生活に必要と考えられます。したがっ

て、これらの建築物であって、比較的小規模なものは許可の

対象とします。 
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なお、日常生活に必要な物品の販売等において、営業時間

外も管理者が常駐する必要は認められませんので、本号を立

地根拠とした店舗が住宅を兼ねること（併用住宅や兼用住

宅）は認められません。 

 

 審査基準 

１ 開発区域 

開発区域は、松伏町都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例第６条第１

項第２号イに規定する既存の集落内に存すること。 

 

２ 予定建築物 

予定建築物の用途及び規模は、次のいずれかに該当するものであること。 

（１）政令第２１条第２６号イに該当する建築物で次のいずれかに該当するもの 

ア 市町村が設置する小学校、中学校、義務教育学校 

イ 幼稚園 

（２）政令第２１条第２６号ロに該当する建築物で次のいずれかに該当するもの 

ア 保育所 

イ 介護保険法第８条第１４項に規定する地域密着型サービスを提供する施設（ただ

し、当該市町村の住民のみの利用に供するものに限る） 

ウ 特別養護老人ホーム又は老人短期入所施設（ただし、主として当該開発区域の周

辺の地域において居住している者の利用に供するものに限る） 

エ アからウ以外の施設で、施設利用者が通所する施設（主として当該施設の利用者

の短期入所の用に供する施設を併設するものを含む） 

（３）政令第２１条第２６号ハに該当する建築物で次のいずれかに該当するもの 

ア 診療所 

イ 助産所 

（４）建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）別表第２（ろ）項第２号に掲げるもの 

（５）あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師の施術所であって、床  

面積の合計が１５０平方メートル以内のもの 

（６）自動車修理工場（自動車の販売を行うもの、自動車の解体を行うもの又は専ら自

己の業務用自動車の修理整備を行うものを除く。）又は農機具修理工場であって、作

業場の床面積の合計が３００平方メートル以内のもの 

（７）農業協同組合その他の農林漁業団体の事務所 
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建築基準法（別表第２ 用途地域等内の建築物の制限） 

（ろ） 第二種低層住居専用地域内に   ２ 店舗、飲食店その他これらに類する用途 

建築することができる建築物    に供するもののうち政令で定めるものでそ 

の用途に供する部分の床面積の合計が１５ 

０平方メートル以内のもの（３階以上の部分 

をその用途に供するものを除く。） 

 

建築基準法施行令 

第１３０条の５の２ 

法別表第２（ろ）項第２号及び（ち）項第５号（法第８７条第２項又は第３項におい

て法第４８条第２項及び第８項の規定を準用する場合を含む。）の規定により政令で定め

る建築物は、次に掲げるものとする。 

一 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店 

二 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類

するサービス業を営む店舗 

三 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス

業を営む店舗で作業場の床面積の合計が５０平方メートル以内のもの（原動機を使用

する場合にあつては、その出力の合計が０．７５キロワット以下のものに限る。） 

四 自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに

類するもので作業場の床面積の合計が５０平方メートル以内のもの（原動機を使用す

る場合にあつては、その出力の合計が０．７５キロワット以下のものに限る。） 

五 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設 

 

 


